
八千代市総合生涯学習プラザにおける次期指定管理者の指定について 

１ 指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日（５年間） 

２ 選考方法 

公募 

３ 想定スケジュール 

令和８年 ３月 

 ７月 

 ８月 

１０月 

１２月 

令和９年 ３月 

４月 

条例改正（令和８年第１回定例会） 

指定管理者選考委員会 

次期指定管理者募集開始（公募） 

指定管理者選考委員会 

指定管理者の指定（令和８年第４回定例会） 

協定の締結 

次期指定管理業務開始 

４ 主な変更点（予定） 

項目 
現在 次期 

指定管理者 市 指定管理者 

収納事務 ・施設使用料  

・印刷機使用料(雑入) 

・施設使用料 

・印刷機使用料(雑入) 

業務 ・施設の運営及び維

持管理 

・講座，講演会の開

催(スポーツ限定) 

 

 

・講座，講演会の開催

(スポーツ以外) 

・施設の運営及び維持

管理 

・講座，講演会の開催 

市職員の

配置 ― 

・所長 

・会計年度任用職員 

・所長及び会計年度任

用職員に代わる人員の

配置 

（変更理由）従来，印刷機使用料の収納事務については，市職員が出納しなければな

らなかったが，地方自治法の改正により，令和６年４月１日から収納事務を委託す

ることが可能となったことを受け，市の職員の配置（所長・会計年度任用職員）を

廃止し，雑入の収納事務を次期指定管理業務に含めるため，また，スポーツ以外の

講座も指定管理者で実施できるようにするため，条例改正及び業務内容の見直しを

行う。 

資料３ 


